
※施設によっては基本となる保育料のほか、スクールバス代などの実費負担や、各施設が独自に質の向上を図る上で必要となる

　追加の負担額が生じる場合があります。

２

３

１号認定（幼稚園、認定こども園）と２号・３号認定（保育所、認定こども園、地域型保育）で
カウントの方法が異なります。

新制度では、毎年９月が保育料の切り替え時期となります。

1 保育料は保護者の所得（市町村民税所得割課税額等）を基に算出されます。

きょうだいで利用する場合、最年長の子どもから順に２人目は半額、
３人目以降は無料となります。

第１子

0歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 小１ 小２ 小３ 小４
（年長）（年中）（年少）

第２子

半額

第３子

無料

第２子

半額

第１子

全額

第３子

無料

小１以上はカウントしない

小４以上は
カウントしない

２歳以下は
カウントしない

前年度の市町村民税額等に基づく保育料

4月 5月 6月 7月 8月 11月 1月 3月

当年度の市町村民税額等に基づく保育料

10月 12月 2月
9月

※きょうだいで通園する施設が異なる（認定区分が異なる）場合も、カウントの方法は同じです。

【例】第１子が小３、第２子が５歳（１号認定）で幼稚園を利用、第３子が３歳（２号認定）で保育所を利用している場合

　       　  第２子：小３以下で数えて第２子カウントになるので半額

　       　  第３子：小学校就学前以下の範囲で数えて第２子カウントになるので半額

保育料について

認定区分や保護者の所得に応じて、

保育料が決まります。

１号認定
（幼稚園、
認定こども園）

2号・3号認定
（保育所、
認定こども園、
    地域型保育）

保育料は国が定める上限額の範囲内で、それぞれの市町村が定めます。
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